
関係団体 ご担当者各位 

この度は経産省所管事業分野における障害者差別解消法の対応指針に関してパブリック

コメントが始まったため、ご連絡いたしました。

先日ご対応いただきました標記の対応指針のパブリックコメントが本日より始まってお

ります。本パブコメをもって広く意見を募った後に、9 月上中旬で意見を検討した後に 9月

末～10月の公表を予定しておりますので、 

本パブコメ開始について貴団体会員企業様にもご周知いただけますと幸いです。 

お手数おかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。 

■パブコメ意見募集ページ

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595123057&Mode=0 

こちらのベージで対応指針の新旧対照表を関連資料として掲載しております。 

■今後のスケジュール：

7 月 31 日（月）～9 月 1日（金）：パブコメ 

9 月上中旬：パブコメを踏まえた修正検討 

9 月末：告示改正手続き 

9 月末～10月：公表（官報掲載） 

以降：事業者の体制・環境整備、周知啓発 

令和 6 年 4月 1日：改正障害者差別解消法の施行、事業者における合理的配慮が義務化 

【添付資料】 
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